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第1章 計画策定に対する背景と目的 

1. 背景 

近年、気候変動の影響による台風や局地的豪雨などにより、全国各地で水災害が激甚化・頻発化

しており、有効な防災、減災対策が求められている。 

本町においては、幸いにも内水氾濫による人命に関わる浸水被害は報告されていないが「気候変

動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」では、今後、気温が 2度上昇した場合の降雨量は 1.1倍

になるとの見解が示された。 

国は、「気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策の推進について」の提言を受け、下水道に

よる浸水対策を実施する上で、目標とする整備水準や施設整備の方針等の基本的な事項を定める

「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」を策定した。 

併せて、地方公共団体は、ガイドラインを参考に、整備が完了した区域も含め、気候変動に伴う

将来における降雨量が増加することを想定した雨水管理総合計画の策定を求められている。 

 

出典：国土交通省 内水浸水対策に関するガイドライン類の全体像より 

図 1 浸水対策に関連するガイドライン 

 

本計画では、内水氾濫、外水氾濫のリスク評価に基づき、流出抑制・貯留浸透・排水強化を統合

して浸水被害を低減し、水管理を総合的に計画する。 

さらに、目標水準と優先度を明確化し、費用対効果を踏まえた段階的整備、関係部局・民間・住

民との協働、維持管理等の最適化を目指す。  
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2. 検討フロー 

雨水管理総合計画の検討フローを図 2に示す。 

雨水管理方針は、雨水管理総合計画のうち計画期間、策定主体、下水道計画区域、計画降雨（整

備目標）、ハード対策としての段階的対策方針等を定める。 

段階的対策計画は、雨水管理方針に基づき、計画降雨に対するハード対策、照査降雨に対するハ

ード対策及びソフト対策を位置付け、投資可能額を考慮した計画を策定する。 

 

 

図 2 総合計画 検討フロー 

  

 

雨水管理総合計画 

雨水管理方針 

雨水管理方針で 
定める項目 

計画期間 

策定主体 

下水道 
計画区域 

計画降雨 
（整備目標） 

段階的 
対策方針 

基礎調査 

策定主体 
（雨水の下水道管理者・その他） 

検討対象区域の設定 

浸水要因分析と地域ご
との課題整理 

地域ごとの整備目標・
対策目標の検討 

段階的対策方針の策定 

雨水管理方針マップ作成 

段階的対策計画 

段階的対策計画の検討 
・計画降雨に対するハード対策の検討 

・照査降雨に対するハード対策、ソフ

ト対策の検討 

・財政計画 

雨水管理総合計画マップ
作成 

必要に応じて見直し 
（5 年に１回を基本として点検） 
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第2章 基礎調査 

1. 地形状況 

本町は富士山の南、駿東郡の南端に位置し、東は三島市、西は沼津市に隣接した南北に細長い地

形である。町域の大部分は平坦地で、かつては肥沃な農村地帯であった。町の中央部を東西に一級

河川である狩野川が流れ、この狩野川に黄瀬川、柿田川、境川の各河川が南流して流入している。 

中央に流れる狩野川を挟み北側は、狩野川、柿田川、黄瀬川に囲まれた地区となっている。いず

れも地盤高は T.P+10m以下の範囲内で、高低差がない地形条件にあり、高低差がないことから浸水

が発生した場合には広範囲に分散することが想定される。 

一方、狩野川を挟み南側は、狩野川に向かって 100m 以上の高低差が生じており、高低差が大き

い場所がある。地形条件から地盤高の低い狩野川沿いで浸水被害が激化しやすいことが想定される。 

 

 
図 3 町域の標高状況  
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2. 雨水管理総合計画の適用範囲 

本計画は、雨水対策事業における全体の方針を示し、総合的な管理を目指す。そのため、本町の

上位計画及び関連計画との整合を図らなければならない。加えて本計画では必要に応じて、関連部

局や県と連携した雨水対策を検討することが望ましい。 

運用開始後には、関連計画の変更や上位計画の見直しに対し、本計画へ反映、整合をとることで

対策の最適化に努める。図 4に本計画の位置づけを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 雨水管理総合計画の位置づけ  

下水道整備計画等
の関連業務

清水町 都市計画
など

国・県
（河川整備・
施設整備）

清水町
雨水管理総合計画

・雨水管理方針
・段階的対策計画

自助・公助による
浸水被害の軽減

整 合
整合
と

反映連携

・清水町総合計画
・清水町都市計画マスタープラン

など

右：第5次清水町総合計画後期基
本計画（概要版）より

上位計画 
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3. 既存の排水区域について 

 本町の下水道事業計画において、汚水処理区は「狩野川流域下水道（西部処理区）関連公共下水

道」（以下、西部処理区）、「狩野川左岸処理区広域公共下水道」（以下、左岸処理区）と三島処理区

の 3つの処理区で構成されている。 

 

雨水排水については、既存の道路側溝や排水施設等を有効活用することにより、一定の浸水防除

が図られている。 

西部処理区の雨水排水区域は、既存水路や既存道路側溝の流向及び地形条件から 520.0ha を 11

の排水区に分割し、雨水を排水している。 

 左岸処理区の排水区も同様に地形条件から 199.0haを 4つの排水区に分割し、雨水を排水してい

る。 

両処理区の排水先の河川は、一級河川を主とし、町内を流下または隣接する河川にそれぞれ放流

している。各処理区の排水区を表 1 に示す。 

なお三島処理区については、単独の処理区であるものの、雨水排水上の関係から、本計画では西

部処理区に含まれるものとする。 

 

表 1 排水区ごとの面積内訳 

  

区分 区名 面積(ha) 区分 区名 面積(ha)

黄瀬川第1排水区 42.0 狩野川第1排水区 69.0

黄瀬川第2排水区 32.0 狩野川第2排水区 70.0

黄瀬川第3排水区 51.0 狩野川第3排水区 39.0

雨降川第1排水区 22.0 狩野川第4排水区 21.0

柿田川第1排水区 44.0 合計 199.0

柿田川第2排水区 22.0

柿田川第3排水区 27.0

境川第1排水区 88.0

境川第2排水区 47.0

狩野川第5排水区 80.0

狩野川第6排水区 65.0

合計 520.0

西
部
処
理
区

左
岸
処
理
区
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 図 5 に排水区の位置を示す。 

 

図 5 下水道計画区域（雨水） 位置図  
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4. 浸水被害状況 

 過去 5 年間の本町における内水氾濫の被害状況は図 6 のとおりである。浸水被害が多発してい

る地域として狩野川第 1排水区が上げられる。 

 

 
図 6 浸水被害状況  
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第3章 雨水管理方針 

1. 計画期間と検討単位の設定 

本計画における計画期間は、土地利用の状況や社会情勢の変化等を踏まえ概ね 20 年の範囲で設

定する。 

雨水対策施設の整備・運営管理に関する目標については、現在の整備水準等に加え、短期（令和

13年度までの 5年間）、中期（令和 18年度までの 10年間）、長期（令和 28年度までの 20年間）と

する。 

ただし、短期、中期の整備効果の検証や気候変動の状況、期間中に発生した新たな浸実績等を踏

まえて適宜見直すものとする。 

 

 

 

図 7 期間イメージ図 

 

計画区域は、雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）の記載を踏まえ、下水道計画区域（雨水）

とする。この計画区域は、市街地を中心に位置付けられており、雨水排除すべき区域として位置付

けられている。したがって、検討対象区域は全体計画区域を対象とした 15排水区（表 1、図 5）

とする。 

 

2. 各降雨の設定 

2-1 計画降雨 

 従来の計画降雨は、清水町の公共下水道事業計画で定められている確率降雨に基づいた降雨強度

式を採用している。西部処理区側は 7年確率とし、降雨強度式は、次のとおりとする。 

 

𝐼𝐼 =
854.0

𝑡𝑡0.6 + 3.9363
= (54.7 𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ) 

Ｉ   ：降雨強度（㎜/hr） 

ｔ  ：降雨継続時間（分）（ｔ＝ｔ1＋ｔ2） 

ｔ1 ：流入時間（7 分） 

ｔ2 ：流下時間（分）（管渠最長延長÷仮定流速 1.5ｍ/ｓ） 

 

左岸処理区側は確率年を 5年確率とし、降雨強度式は次のとおりとする。 

 

𝐼𝐼 =
7656
𝑡𝑡 + 75

= (56.7 𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ) 

Ｉ   ：降雨強度（㎜/hr） 

ｔ  ：降雨継続時間（分）  

短期
中期
長期

現時点 5年 10年 20年
令和 8 年度 

（現時点） 

令和13年度 令和18年度 令和28年度 
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2-2 既往最大降雨 

既往最大降雨とは、計画降雨を上回る降雨のうち、減災対策の対象となる降雨である。 

 平成 22年～平成 28年、令和元年～令和 6年において、浸水被害（床上浸水、床下浸水、道路冠

水、その他内水が原因の浸水）の報告があったのは、表 2のとおりである。 

 

表 2 過去の浸水被害時の降雨量 

浸水被害報告年月 1 時間最大雨量 浸水被害報告年月 1時間最大雨量 

平成 22 年 7月 46.5 mm 令和元年 10月 43.5 mm 

平成 23 年 7月 35 mm 令和 3年 7月 54.5 mm 

平成 23 年 9月 23 mm 令和 5年 6月 55 mm 

平成 26 年 10月 42.5 mm 令和 6年 11月 72 mm 

平成 27 年 9月 55 mm   

 

本町における 1時間最大降雨は、令和 6年 11月 2日で、1時間当たりの最大降雨量は 72.0mmで

あることから本計画では、照査降雨（既往最大降雨）を実績値 72㎜/hとする。 

 

2-3 想定最大規模降雨 

想定最大規模降雨とは、最悪の事態を想定し「命の確保」、「壊滅的な被害の回避」を目標にした

降雨確率 1/1,000程度の大雨である。この降雨は、原則として内水ハザードマップ作成の基礎とな

る。 

想定最大規模降雨は降雨特徴等を踏まえて日本を 15 地域に区分し、区分した地域の実績降雨や

流域特性から算定する。本町が該当する区分の想定最大規模降雨は、147mm/hと算定された。 

よって、本計画では、想定最大規模降雨を 147㎜/hとする。 

 

2-4 気候変動を踏まえた降雨の設定 

従来の下水道計画では、「再度災害の防止」の観点から過去の降雨実績に基づいて計画降雨及び

計画雨水量を設定している。しかし、気候変動に伴う降雨量の増加等を勘案すると、現在の 5年確

率と将来の 5年確率は同様なものではなくなり、計画的に「事前防災」を進めるためには、下水道

による都市浸水対策において、気候変動の影響を踏まえた計画降雨及び計画雨水量の設定が必要で

ある。 

本町では現状の整備状況や既往浸水状況を勘案し、浸水軽減を目標とした整備水準を表 3 対策

対象降雨のように定める。 

 

表 3 対策対象降雨 

 
短期 

（5 年間） 
中期（10年間） 長期（20年間） 

重点地区 左岸処理区⇒56.4㎜/h 同左 

一般地区 ― 
西部処理区⇒54.7㎜/h 
左岸処理区⇒56.4㎜/h 

同左 
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3. 対象区域の優先度設定 

整備目標並びに対策目標は、浸水しやすさ（浸水実績、浸水危険度等）や脆弱性（都市機能の集

積状況等）から浸水リスクを評価する。その評価結果に応じて優先度を設定し、排水区の重点対策

地区の判定評価を行う。 

3-1 評価指標 

雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）で示された整備目標や対策実施区域を定めるための評

価指標のうち、表 4に示した（〇印）評価指標項目について採用する。 

 

表 4 評価指標項目 

採用 評価指標項目 

〇 浸水実績箇所数 

 浸水頻度 

〇 浸水危険度（計画降雨や既往最大降雨等の浸水シミュレーション結果、内水ハザードマップ） 

 浸水要因（下水道施設の能力が要因か、放流先の排水が要因か、等） 

〇 資産分布（資産集積度）、商業・業務集積状況、交通拠点施設・主要幹線地区 

〇 人口分布 

 地下施設箇所数 

〇 災害時要配慮者数（または施設数） 

〇 防災関連施設 

 投資効果（浸水被害の解消による経済効果といった地域の被害ポテンシャル等） 

 

3-2 評価値の算定（AHP分析） 

各指標を総合的に評価する方法として、AHP（階層分析法）と浸水被害額の計測がある（表 5）。 

本計画では、主観的価値による判断の観点から AHPを用いて評価項目間の評価値の算定を行う。算

出された評価値は、次項のリスクマトリクス分析に使用する。 

 

表 5 各評価方法について 

  AHP（階層分析法） 浸水被害額を計測する方法 

概要 

・各指標の重要度に関する評価指標につ

いて、一対比較アンケートを全ての項目に

ついて行い、独自の重み係数を設定する。 

・浸水深別の浸水面積と資産分布特性等

により被害額を設定する。 

メリット 

・主観的価値基準によって最も高い評価

の代替案を選択できる。 

・評価基準が複数あり、互いに共通の尺度

がない問題を解決できる。 

・客観的基準によって優先順位を選択で

きる。 

・AHPに比べて簡易な方法である。 

デメリット 

・設計者の先入観が入る恐れがある。 

・一対比較の作業量が膨大となり、意思決

定者の負担となる場合がある。 

・住民の意見や経験を反映したプロセス

となっていない。 

・被害額に換算できない指標（緊急輸送路

の有無等）がある。 
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AHP を用いて、表 4の各評価指標に優先度をつけた(図 8)。 

結果より本町では、重点対策地区の選定に対して、浸水実績箇所数と人口密度に重きをおいて評

価する。 

 

図 8 AHP分析結果 

  

26.3%

17.6%

12.8%

20.7%

14.0%

10.3%

浸水実績箇所数

浸水危険度

資産集積度

人口密度

災害時用配慮施設数

緊急輸送道路
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3-3 優先度設定（リスクマトリクス分析） 

前項で算出した評価値を用いて整備対策の優先度を設定する。 

設定には、マトリクス分析を用いる。マトリクス分析は、縦軸と横軸によって情報を整理し、複

雑な状況を視覚的に可視化する手法であり、2つの軸を組み合わせて要素を分類・評価することで、

課題の関係性や優先順位を明確化する。 

 

 

図 9 マトリクス分析 評価例 

 

本計画では表 5の項目を分類し、横軸を「浸水しやすさ（浸水リスクの評価指標）」、縦軸を「脆

弱性（都市機能集積度の評価指標）」と設定し、排水区ごとに各項目を 5段階で評価した。 

これらを用いて 5×5 のマトリクスを作成し、分析を行う。浸水しやすさの値が 5 に近いほど浸

水しやすく、脆弱性の値が 5に近いほど脆弱性が高い。 

 

表 6 マトリクス分析 評価項目 

軸 縦軸 横軸 

内容 
浸水しやすさ 

（浸水リスクの評価指標） 

脆弱性 

（都市機能集積度の評価指標） 

評価指標 

項目 

・浸水実績 

・浸水危険度 

・資産集積度 

・人口密度 

・災害時用配慮施設数 

・緊急輸送道路 

 

  

A排水区

C排水区 B排水区

D排水区

脆弱性

浸
水
し
や
す
さ

優先度　中 優先度　高 優先度　最高
A排水区

優先度　低
C排水区

優先度　中
B排水区

優先度　高

優先度　低
D排水区

優先度　低 優先度　中

脆弱性

浸
水
し
や
す
さ
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評価結果を以下に示す。 

表 7 リスク優先度算定結果 

処理区 排水区 浸水しやすさ 脆弱性 結果（浸水しやすさ×脆弱性） 

西部処理区 

黄瀬川第 1 4 4 16 

黄瀬川第 2 2 5 10 

黄瀬川第 3 5 2 10 

雨降川第 1 3 3 9 

柿田川第 1 1 4 4 

柿田川第 2 1 2 2 

柿田川第 3 1 3 3 

境川第 1 5 2 10 

境川第 2 3 1 3 

狩野川第 5 3 4 12 

狩野川第 6 2 4 8 

左岸処理区 

狩野川第 1 5 4 20 

狩野川第 2 2 5 10 

狩野川第 3 4 1 4 

狩野川第 4 4 1 4 

 

図 10 マトリクス分析による優先度設定 結果  
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3-4 総合評価結果 

 AHP による評価値の算定、リスクマトリクス分析による優先度設定を踏まえ、各排水区の総合評

価結果は表 8のとおりとなった。 

評価値が同値の場合は、「浸水しやすさ」の点数が高い排水区が上位に来るように順位付けし、

「浸水しやすさ」も同値の場合は、人口密度の値が大きい排水区が上位に来るように順位付けを行

った。 

 

表 8 総合評価結果 

順位 評価値 排水区 

1 20 狩野川第 1排水区 

2 16 黄瀬川第 1排水区 

3 12 狩野川第 5排水区 

4 10 黄瀬川第 3排水区 

5 10 境川第 1排水区 

6 10 狩野川第 2排水区 

7 10 黄瀬川第 2排水区 

8 9 雨降川第 1排水区 

9 8 狩野川第 6排水区 

10 4 狩野川第 4排水区 

11 4 狩野川第 3排水区 

12 4 柿田川第 1排水区 

13 3 境川第 2排水区 

14 3 柿田川第 3排水区 

15 2 柿田川第 2排水区 

 

 

3-5 重点対策地区の設定 

AHP 評価及びリスクマトリクス分析結果より、当面の事業実施可能量を踏まえ、重点対策地区と

一般地区を下記のように位置付ける。 

 

重点対策地区：狩野川第 1排水区 

 

一般地区：黄瀬川第 1排水区、黄瀬川第 2排水区、黄瀬川第 3排水区、雨降川第 1排水区 

柿田川第 1排水区、柿田川第 2排水区、柿田川第 3排水区、境川第 1排水区、 

境川第 2排水区、狩野川第 2排水区、狩野川第 3排水区、狩野川第 4排水区、 

狩野川第 5排水区、狩野川第 6排水区 

 

  



15 

 

図 11 対象地区の総合評価結果 
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第4章 段階的対策計画 

 第 3章で選定した地区において、当面、中期、長期の段階に応じた対策について検討する。 

 

1. 整備水準について 

従来の下水道計画では、整備区域全域において一律の整備水準（1/5～1/10 等の計画降雨）で整

備を進めることを基本としていた。しかし近年は「再度災害防止」に加え「事前防災・減災」、「選

択と集中」等の観点から、浸水リスクを評価し、雨水整備の優先度の高い地域を中心に浸水対策を

推進することとしている。 

例えば、「下水道浸水被害軽減総合事業（下水道浸水被害軽減型）」では、都市機能が集積してお

り整備区域内の浸水被害が大きい地区又は浸水シミュレーションに基づき一定規模の浸水被害の

おそれのある地区（重点対策地区）に対しては、計画降雨の水準等を上げる計画としている。 

また、「下水道浸水被害軽減総合事業（効率的雨水管理支援型）」においては、行政と住民等が連

携して効率的な浸水対策を図る地域において、浸水リスクに応じたきめ細やかな目標を設定し、浸

水シミュレーション等に基づく計画の策定や既存施設を最大限活用した下水道整備、止水板の設置

等に対して支援することが求められている。 

以上から、計画降雨に対するハード対策の目標となる整備目標は、「浸水ゼロ」を基本としつつ、

都市機能が集積した浸水リスクが高い地域では計画降雨の水準を上げる（現状 1/5⇒1/10 等）。 

一方、浸水リスクが低い地域では水準を下げる（現状 1/5を維持または引き下げ）等、地域の状

況に応じた柔軟な整備目標の検討も考えられる。 

本町では、計画降雨と照査降雨に対して以下の目標を掲げる。 

 

計画降雨 ⇒ ハード対策により浸水防除 

照査降雨 ⇒ ハード対策＋ソフト対策により床上浸水の軽減 

 

 

短期、中期の整備効果の検証や気候変動の状況、期間中に発生した新たな浸水実績等を踏まえて

適宜見直し、浸水被害の低減に向けた効率的な整備を務める。 

 

表 9 段階的対策計画 整備イメージ 

計画段階 短期(概ね５年間) 中期(概ね 10年間) 長期（概ね 20年間） 

重点対策地区 
対策概要 

局所的な浸水被害の解消 
浸水被害の解消に寄与する
貯留施設、管渠整備準備 

雨水管渠、貯留施設の整備、 
設置 

一般地区 
対策概要 

- 局所的な浸水被害の解消 
雨水管渠、貯留施設の整備、 
設置 
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2. 計画降雨に対するハード対策 

計画降雨に対してハード対策を検討する。整備途上段階等を考慮し、公助、自助等の対策（土の

うステーション、要配慮者利用施設への対応等）のほか、一般的な止水板の設置、逆流防止弁、農

業用水路の利用や、宅地のかさ上げ等についても対策メニューとして検討する必要がある。 

 表 10、表 11にハード対策例を示す。 

 

表 10 ハード対策例①（既存の下水道施設を活用した対策） 

付加的施設や改築等

による最適化   

管渠の一部増径 

大規模幹線間やポンプ場間のネットワーク化 

小規模管路間のネットワーク化・バイパス化 

改築にあたっての既存施設等の有効活用 

既存管路活用と相乗して能力を高める雨水貯留施設整備 

流下貯留型による雨水貯留施設の有効活用 

フラップゲート、小規模水中ポンプ（可搬式ポンプ）、 

ポンプゲートの設置 

既存の下水道施設の

多目的段階的な早期

の効果発現   

合流式下水道の改善対策施設等の浸水対策利用 

大規模幹線等の雨水貯留施設としての利用 

取水施設の早期整備 

小型雨水貯留浸透施設の道路側溝や雨水桝の設置 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）より 

 

表 11 ハード対策例②（関連する事業や施設と連携した対策） 

他事業の既存計画や

施設と連携した対策   

河川の調整池と下水道の雨水貯留施設の直接接続等による連携 

水路等との連携 

取り込み施設の能力増強等による連携 

小型雨水貯留浸透施設の道路側溝や雨水桝の設置 

公園・緑地、校庭、駐車場、田んぼ、ため池等との連携  （公用地での無動

力型オフサイト調整池、校庭・田んぼ・お濠に雨水を一時的に貯留等） 

流域保全林等との連携 

官民連携した浸水対策（民間貯留施設等） 

雨水貯留浸透施設設置や止水板設置の指導や助成制度の導入等 

（貯留浸透ます・貯留槽、駐車場等の透水性舗装、止水板等） 

不要になった浄化槽の改造 

河川部局等との合築 

暫定防災調整池の恒久化・有効活用 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）より  
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3. 照査降雨に対するハード対策及びソフト対策 

3-1 ソフト対策について 

照査降雨に対するハード対策には、多大な費用と長い時間を要することになり段階的に進める必

要がある。そのため、ソフト面で浸水対策と組み合わせることで可能な限り早く効果の発現を推進

する。計画降雨に対して浸水対策の整備と併用し、計画を上回る降雨に対しては、複数の対策を実

施することで、排水区に対する段階的な被害の最小化を目指す。 

 表 12にソフト対策例を示す。ソフト対策は、各種、関係部局と連携しながら実施していく。 

 

表 12 ソフト対策の例 

施設情報及び観測情報を 

下水道事業に活用した対

策 

雨量計のほか、水位計や浸水計等の積極的な設置、観測、情報の蓄積・

分析 

流出解析モデルの精度向上や観測情報による水害要因分析に基づくきめ

細やかな対策の検討 

高精度降雨情報システム（XRAIN 等）の活用／リアルタイム運用システ

ムの構築 

施設情報及び観測情報を 

リスクコミュニケーショ

ンに活用した対策 

内水ハザードマップ等の作成・公表 

観測情報や施設運転状況の住民への多様な手法による情報発信（HP、エ

リアメール、行政メール、サイレン等） 

災害対策基本法に基づく避難指示・避難勧告への反映 

建築基準法に基づく災害危険区域への反映 

地下街等の管理者に対する浸水リスクの啓発 

まちづくりとの連携 

まるごとまちごとハザードマップの実施 

危機管理体制構築のための訓練／出前講座等による図上訓練 

被災直後の速報性のある整備効果や今後の整備方針の広報 

住民、事業者からの情報収集及び協働した水防活動 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）より 

 

3-2 内水ハザードマップの公表 

 清水町では想定最大規模降雨に基づいて作成した内水浸水想定区域図を基に、内水ハザードマッ

プを作成した。住民へ避難経路や災害リスクの把握、降雨への備えの周知を行っている。 
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・清水町内水ハザードマップ（地図面） 
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・清水町内水ハザードマップ（学習面）1/2 
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・清水町内水ハザードマップ（学習面）2/2 
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第5章 雨水管理総合計画まとめ 

以上の評価等を踏まえ、短期、中期、長期の段階に応じた対策等を整理し、雨水管理総合計画マップ

を作製した。 
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第6章 用語集 

以下本編に登場した用語の説明を示す。 

1. 計画・制度 

用語 説明 ページ 

雨水管理総合計画 

下水道による浸水対策を実施する際に、当面・中期・長期にあ

たる、下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整

備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定めるもの。 

1、2、4、8 

雨水管理方針 
雨水管理総合計画のうち、計画期間・策定主体・下水道計画区

域・計画降雨（整備目標）・段階的対策方針等を定めるもの。 
2、4、8 

下水道計画区域 
公共下水道によって汚水、雨水を排除・処理することを目的と

して設定した地域。 
2、6、8 

段階的対策計画 

雨水管理方針で策定した方針に基づき、計画降雨に対するハー

ド対策及び、照査降雨に対するハード対策、ソフト対策を位置

付けるもの。 

2、16 

整備目標／ 

対策目標 

下水道計画において対処すべき降雨、流出係数、外水位等をど

の程度達成するか設定する目標。浸水対策は、各降雨に対して

整備目標を検討する。 

2、10、16 

重点対策地区 

浸水対策の目標である「生命の保護」、「都市機能の確保」、

「個人財産の保護」の観点 より重点的に対策を行うべき地区

をいう。 

10、11，10、

14、16 

一般地区 重点対策地区以外の地区を指す。 14、16 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案） 

2. 降雨・雨の設定（変動・確率） 

用語 説明 ページ 

計画降雨 

（L1） 

浸水被害の発生防止を目的に事業計画に位置づける降雨。 

（例：5年に 1回程度発生する規模の降雨⇒5年確率降雨、1/5） 

2、8、9、10、

16、17、18 

照査降雨 計画降雨を上回る降雨のうち減災対策の対象とする降雨。 2、9、16、18 

既往最大降雨

（L1’） 

減災対策浸水軽減の対象とする降雨のうち、過去に観測された

最大の降雨量。本町では 72㎜/hとしている。 
9，10 

想定最大規模降雨

(L2) 
想定し得る最大規模の降雨、清水町では 147mm/hである。 9、18 

降雨強度式 
下水道計画において、計画雨水量を求める際に必要な降雨強度

を算出する式。 
8 

降雨強度 降雨量を mm/hに換算し、その降雨が 1時間続いた値を指す。 8 

1時間最大雨量 
対象の日の 0 時から 24 時までの間における 1 時間の降雨量の

うち、最も大きい値。 
9 

降雨量 
観測時刻前のある継続時間（10分間・1時間・１日など）にお

ける総雨量。 
1、9 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）  
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3. 下水道（施設・区域） 

用語 説明 ページ 

公共下水道 

市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団

体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水

道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の

相当部分が暗渠である構造のもの。 

5、8 

処理区 
下水道によって汚水、雨水を収集し、下水処理場で処理される

区域。 
5，8，9，13 

排水区 公共下水道により下水（雨水）を排除できる区域。 

5、6、10、

12、13、14、

18 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案） 

国土交通省 下水道汚水処理施設の種類  

 

4. 自然条件 

用語 説明 ページ 

一級河川 

国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令が指定した

ものに係る河川で国土交通大臣が指定したもの。 

清水町では、柿田川が 1級河川に指定されている。 

3、5 

地盤高 
建物が接する土地の地面の高さを示す。主に建築、防災の用途

で用いられることが多い。 
3、5 

外水氾濫 

大雨や台風によって河川の水位が上昇し、堤防を越えて水があ

ふれ、市街地に流入する現象。 

溢れた水の流れにより堤防の決壊や氾濁流による住宅被害な

どの大きな被害が発生することがある。 

3 

内水氾濫 

一時的に大量の降雨が生じた場合に、水路などが合流する先の

河川の水位が上昇したことにより、支川から合流先の河川に水

が流下できなくなる場合や、排水施設で雨水を排水できない場

合に浸水が発生する現象。河川から離れた場所やアンダーパス

でも浸水が発生することがある。 

1、7 
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5. 浸水、リスク評価、対策 

用語 説明 ページ 

ハード対策 
管路施設、ポンプ施設、貯留浸透施設など、施設そのものによ

る浸水対策をいう。公助・共助・自助による対策がある。 

2、16、17、

18 

ソフト対策 

維持管理・体制、情報収集・提供、施設の効率的・効果的運用、

自助対策の支援等による浸水対策をいう。公助・共助・自助に

よる対策がある。 

2、16、18 

床上浸水 
内水氾濫による浸水のうち、浸水深が 50 ㎝以上に相当するも

の。 
9、16 

床下浸水 
内水氾濫による浸水のうち、浸水深が 20㎝以上 50㎝未満に相

当するもの。 
9 

道路冠水 
内水氾濫による浸水のうち、浸水深が 20 ㎝未満に相当するも

の。 
9 

内水ハザード 

マップ 

内水浸水想定区域を基に、内水による浸水情報と避難方法等に

係る情報を住民にわかりやすく示したもの。 
10、18 

都市機能の集積 排水区ごとに建物数を集計し集積度を設定したもの。 10 

災害時要配慮者数 
避難所、防災関係機関、医療機関、福祉施設等の各種重要施設

を集計し設定。 
10 

マトリクス分析 

二つ以上の評価軸（例：重要度×緊急度、魅力度×実現可能性

など）を縦横に配置し、対象（案件、施策、顧客、リスクなど）

をマス目上に配置して比較・評価する分析手法。複数要素を同

時に可視化できるため、優先度付け、資源配分、戦略の方向性

決定に役立つ。 

10，12、13 

AHP 

Analytic Hierarchy Process の略称 

複数の評価基準や選択肢がある意思決定を、段階的かつ数値的

に整理する手法。各要素同士を「どちらがどの程度重要か」を

1 対 1 で比較し、重要度（重み）を算出する。主観的判断を数

値化でき、最終的に要素ごとの総合評価値が得られる。 

9、10、13、

14 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案） 
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